
(資料2)

人事委員会規則の制定改廃状況

規 則 公 布 施行年月日
規 則 名 内 容

（ 適 用 年 月 日 ）番 号 年 月 日

36 20. 5.20 岡山県職員特殊勤務手当支給 伝染病防疫作業従事職員 公布日

規則の一部を改正する規則 の特殊勤務手当の支給す

る伝染病に，新型インフ

ルエンザ等感染症を加え

る。

37 20. 6.17 初任給調整手当に関する規則 県の獣医師の職における 公布日

の一部を改正する規則 人材の確保を図るため， （20.4.1）

所要の改正を行う。

38 20. 6.24 岡山県が公平委員会の事務を 関係市町村における組織 公布日

受託している地方公共団体の 改正等に伴い，管理職員

管理職員等の範囲を定める規 等の範囲について改正を

則の一部を改正する規則 行う。

39 20. 6.27 通勤手当に関する規則等の一 株式会社日本政策金融公 20.10. 1

部を改正する規則 庫法の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律等

の施行に伴い，所要の改

正を行う。

40 20. 6.27 初任給，昇格，昇給等の基準 株式会社日本政策金融公 公布日

に関する規則の一部を改正す 庫法の施行に伴う関係法

る規則 律の整備に関する法律等

の施行に伴い，所要の改

正を行う。

41 20. 9.26 岡山県職員給与支給規則等の 公益法人等への職員の派 20.12. 1

一部を改正する規則 遣等に関する条例の一部

改正に伴い，所要の改正

を行う。
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規 則 公 布 施行年月日
規 則 名 内 容

（ 適 用 年 月 日 ）番 号 年 月 日

42 20.11. 7 職員の勤務時間，休日及び休 裁判員となる場合に特別 21. 5.21

暇に関する規則の一部を改正 休暇を与えることに伴

する規則 い，所要の改正を行う。

43 20.11.28 初任給，昇格，昇給等の基準 平成２２年１月１日の昇 21. 1. 2

に関する規則の一部を改正す 給において従前の昇給制

る規則の一部を改正する規則 度に相当する運用が可能

となるよう，所要の改正

を行う。

44 20.12. 9 職員の勤務時間，休日及び休 育児短時間勤務に伴う短 21. 1. 1

暇に関する規則の一部を改正 時間勤務職員等の年次休

する規則 暇について，所要の改正

を行う。

45 20.12.22 給料の調整額に関する規則の 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

一部を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

46 20.12.22 住居手当に関する規則の一部 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

47 20.12.22 通勤手当に関する規則の一部 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

48 20.12.22 特地勤務手当等に関する規則 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

の一部を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。
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規 則 公 布 施行年月日
規 則 名 内 容

（ 適 用 年 月 日 ）番 号 年 月 日

49 20.12.22 単身赴任手当に関する規則の 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

一部を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

50 20.12.22 義務教育等教員特別手当に関 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

する規則の一部を改正する規 部改正に伴い，所要の改

則 正を行う。

51 20.12.22 岡山県職員特殊勤務手当支給 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

規則の一部を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

52 20.12.22 初任給，昇格，昇給等の基準 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

に関する規則の一部を改正す 部改正に伴い，所要の改

る規則 正を行う。

53 20.12.22 管理職手当に関する規則の一 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

部を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

54 20.12.22 期末手当及び勤勉手当に関す 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

る規則の一部を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

55 20.12.22 産業教育手当支給規則の一部 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。

56 20.12.22 定時制通信教育手当に関する 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

規則の一部を改正する規則 部改正に伴い，所要の改

正を行う。
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規 則 公 布 施行年月日
規 則 名 内 容

（ 適 用 年 月 日 ）番 号 年 月 日

57 20.12.22 岡山県県費負担教職員の給与 岡山県職員給与条例の一 21. 4. 1

に関する規則の一部を改正す 部改正に伴い，所要の改

る規則 正を行う。

1 21. 3.10 管理職手当に関する規則の一 組織の改正に伴い，所要 公布日

部を改正する規則 の改正を行う。

2 21. 3.17 岡山県職員給与支給規則等の 職員の勤務時間，休日及 21. 4. 1

一部を改正する規則 び休暇に関する条例等の

一部改正に伴い，所要の

改正を行う。

3 21. 3.17 地域手当に関する規則の一部 平成２１年度の地域手当 21. 4. 1

を改正する規則 の支給割合を定める。

4 21. 3.17 初任給調整手当に関する規則 医師及び歯科医師に対す 21. 4. 1

の一部を改正する規則 る初任給調整手当の支給

月額の改定を行う。

5 21. 3.27 公益的法人等への職員の派遣 職員を派遣することがで 21. 4. 1

等に関する規則の一部を改正 きる公益的法人等の追加

する規則 及び削除を行う。

6 21. 3.31 管理職手当に関する規則の一 職の新設及び廃止等に伴 21. 4. 1

部を改正する規則 い，所要の改正を行う。

7 21. 3.31 給料表の適用範囲に関する規 組織の改正に伴い，所要 21. 4. 1

則の一部を改正する規則 の改正を行う。
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規 則 公 布 施行年月日
規 則 名 内 容

（ 適 用 年 月 日 ）番 号 年 月 日

8 21. 3.31 給料の調整額に関する規則の 組織の改正に伴い，所要 21. 4. 1

一部を改正する規則 の改正を行う。

9 21. 3.31 初任給調整手当に関する規則 組織の改正に伴い，所要 21. 4. 1

の一部を改正する規則 の改正を行う。

10 21. 3.31 岡山県職員特殊勤務手当支給 組織の改正に伴い，所要 21. 4. 1

規則の一部を改正する規則 の改正を行う。

11 21. 3.31 岡山県県費負担教職員の給与 組織の改正に伴い，所要 21. 4. 1

に関する規則の一部を改正す の改正を行う。

る規則

12 21. 3.31 特地勤務手当等に関する規則 組織の改正に伴い，所要 21. 4. 1

の一部を改正する規則 の改正を行う。

13 21. 3.31 寒冷地手当に関する規則の一 組織の改正に伴い，所要 21. 4. 1

部を改正する規則 の改正を行う。

14 21. 3.31 管理職員等の範囲を定める規 職員の勤務時間が短縮さ 21. 4. 1

則の一部を改正する規則 れることに伴い，所要の

改正を行う。
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